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任意後見

代表 大久保 啓介

相続は非常に身近な問題ですが、具体的にどのよ

うな対策を取り、相続発生後はどのように手続き

すればいいかわかっている方は多くありません。

ほとんどの方は「何をどうしたらいいかわからな

い」という状況になってしまうはずです。

そのような状況になった方はぜひ当事務所に

ご相談ください。

当事務所にご相談いただければお客様のお話を

しっかりお伺いし、状況を整理したうえでお客様

の希望に近いかたちで相続できるようにサポート

いたします。

当事務所の３つの強み

数多くのご相談を

お受けしてきた経験を活かし、

なるべくお客様の希望に沿うかたちで

終活・相続できるようにサポートいたします

遺言書の作成
生前対策の最も基本となる遺言書の作成ですが、遺言書と一口に言っても様々な
種類があります。
また、遺言書の書き方によっても効力がなくなる場合もあります。
約40年ぶりに民法が改正され、相続についての見直し、遺言制度の見直しも段階的
に施行されます。
大切な想いを正しく伝えるためのサポートをいたします。

任意後見とは認知症などで判断能力が不十分になったとき、支援する人と支援して
もらう内容を決めておく制度のことです。
この制度を活用することで判断能力が低下した後のライフプランをご自身で決める
ことができます。

民事信託

民事信託とは、信託といっても信託会社が行うものではありません。
民事信託は、本人の一定の財産を信頼できる人間に管理運営を任せる信託契約を
結ぶことです。
信託契約は、認知症や事故等によって判断能力が低下した後では結ぶことが
できません。
本人が元気なうちに信託契約を結ぶことにより、判断能力が低下した後でも
本人が希望する生活を送ることができるようになります。

生前対策から
相続発生まで

トータルでサポート

年間250件以上の
対応実績で培った
相続のノウハウ

できる限りお客様の
ご希望に沿った
終活・相続を実現
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